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平成２１年７月２２日厚生労働省発食安０７２２第５号をもって諮問された、

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項の規定に基づくレピ

メクチンに係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定について、当部会

で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                     （別添） 

レピメクチン 

 

１．品目名：レピメクチン（Lepimectin） 

（レピメクチン A3（L.A3）とレピメクチン A4（L.A4）の混合物。 

ただし、存在比は L.A3≦20％、L.A4≧80％である。） 

 

 

２．用途：殺虫剤 

16 員環マクロライド骨格を有する殺虫剤であり、ミルベマイシン誘導体に関する研

究の中で開発された。ミルベマイシン誘導体の研究はミルベメクチンを出発原料とし

ているが、ミルベメクチンが昆虫等の神経系の塩素イオンチャンネルに作用すること

及び本剤の中毒作用がミルベメクチンと類似することから、本剤も同じ作用機構を有

すると考えられている。 

 

 

３．化学名： 

L.A3： 

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)- 

21,24-dihydroxy-5', 6',11,13,22-pentamethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetra- 

cyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro- 

2'-tetrahydropyran-12-yl (Z)-2-methoxyimino-2-phenylacetate（IUPAC） 

 

(6R,13R,25R)-5-O-demethyl-28-deoxy-6,28-epoxy-13- 

[[(2Z)-2-(methoxyimino)-2-phenylacetyl]oxy]-25-methylmilbemycin B（CAS） 

 

 

L.A4： 

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-ethyl- 

21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetra- 

cyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro- 

2'-tetrahydropyran-12-yl (Z)-2-methoxyimino-2-phenylacetate（IUPAC） 

 

(6R,13R,25R)-5-O-demethyl-28-deoxy-6,28-epoxy-25-ethyl-13- 

[[(2Z)-2-(methoxyimino)-2-phenylacetyl]oxy]milbemycin B（CAS） 

 

 



 

４．構造式及び物性 

                     

 L.A3 L.A4 

 

 
 

分子式 C40H51NO10 C41H53NO10 

分子量 705.83 719.86 

水溶解度 103.47 ppb（20±0.5℃） 46.79 ppb（20±0.5℃） 

分配係数 log10Pow = 6.5（25℃） log10Pow = 7.0（25℃） 

 

（メーカー提出資料より） 
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５．適用病害虫の範囲及び使用方法 

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

 

（１）1.0％レピメクチン乳剤 

作物名 適用病害虫名 
希釈 
倍数 

使用液量 使用時期 
本剤の
使用 
回数 

使用 
方法 

ﾚﾋﾟﾒｸﾁﾝを 
含む農薬の
総使用回数

みかん ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 
ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 
ナミアゲハ 

1000～
2000 倍

200～700
L/10a 

収穫前日 
まで 4 回 

以内 

散布 

4 回以内 
かんきつ 

(みかんを除く) 
収穫 3日 
前まで 

いちご ハスモンヨトウ 

2000 倍

100～300
L/10a 

収穫前日 
まで 

3 回 
以内 

3 回以内 

トマト 
ミニトマト 

オオタバコガ 
ハスモンヨトウ 
ハモグリバエ類 

コナジラミ類 
ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

1000～
2000 倍

なす 
オオタバコガ 
ハスモンヨトウ 
ﾄﾏﾄﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 

2000 倍

キャベツ 

コナガ 
アオムシ 

ハスモンヨトウ 
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ 
ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ 

1000～
2000 倍

収穫 3日 
前まで 

はくさい 

コナガ 
アオムシ 

ハスモンヨトウ 
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ 

ブロッコリー コナガ 

レタス 
オオタバコガ 
ハスモンヨトウ 

ねぎ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 

だいこん 
コナガ 

アオムシ 
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ 

茶 ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ 
200～400
L/10a 

摘採 7日 
前まで 

2 回 
以内 

2 回以内 

 

 

  （２） 1.0％レピメクチン フロアブル 

作物名 適用病害虫名 
希釈 
倍数 

使用液量 使用時期 
本剤の
使用 
回数 

使用 
方法 

ﾚﾋﾟﾒｸﾁﾝを 
含む農薬の
総使用回数

りんご 
なし 

ハマキムシ類 2000 倍
200～700
L/10a 

収穫前日 
まで 

3 回 
以内 

散布 3 回以内 

ぶどう ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 
1000～
2000 倍

 



 

６．作物残留試験 

 （１）分析の概要 

① 分析対象の化合物 

・ レピメクチン（L.A3 及び L.A4 の合量） 

・ 代謝物 (E)-メトキシイミノレピメクチン(同じく A3 及び A4 の合量） 

 ※(E)-メトキシイミノレピメクチン A3： 

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ- 

12-[(2E)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセトキシ]-5',6',11,13,22-ペンタメチル- 

3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン- 

6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン 

※(E)-メトキシイミノレピメクチン A4： 

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24- 

ジヒドロキシ-12-[(2E)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセトキシ]-5',11,13,22- 

テトラメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ- 

10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン 

 

                                

 

（E）-メトキシイミノレピメクチン A3        （E）-メトキシイミノレピメクチン A4 

 

 

・代謝物 (2E)-メトキシイミノ-2-フェニル酢酸（以下、代謝物 (E)-MPA） 

     

 

② 分析法の概要 

・レピメクチン及び代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン 

アセトン抽出後、C18 カラム、グラファイトカーボンカラム等で精製したのち、

ジヒドロシクロヘキセン環を脱水して、蛍光誘導体化し、生成した誘導化物を

HPLC(蛍光検出器)で定量する。 

定量限界:0.001 ppm 



 

 

・代謝物(E)-MPA 

 含水アセトニトリル抽出後、多孔性けいそう土カラム及び C18カラムで精製した

のち、トリメチルシリルジアゾメタンでメチル化し、生成したメチル化物を LC/MS

で定量する。 

又は、メチル化せずに酸加水分解後、キノキサリノール蛍光誘導化し、HPLC（蛍

光検出器）で定量する。 

 

定量限界:0.005 ppm 

 

（２）作物残留試験結果 

① みかん 

温州みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2 例)において、1.0％乳剤の 1,000

倍希釈液を 4回散布（500, 550L/10a）したところ、散布後 1～7日の最大残留量注1)

は以下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.002、0.002 ppm  

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：<0.001、<0.001 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、<0.005 ppm 

 

温州みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2 例）において、1.0％乳剤の 1,000

倍希釈液を 4回散布（500, 550L/10a）したところ、散布後 1～7日の最大残留量注1)

は以下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.067、0.044 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.022、0.012 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.010、0.008 ppm 

 

② なつみかん 

なつみかん（果実）を用いた作物残留試験（1 例)において、1.0％乳剤の 1,000

倍希釈液を 4回散布（297L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以

下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.006 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.002 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005 ppm 

 

なつみかん（果実）を用いた作物残留試験（1 例）において、1.0％乳剤の 1,000

倍希釈液を 4回散布（1200～1600L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量



 

注 1)は以下のとおりであった。ただし、この試験は適用範囲内で行われていない注２) 。 

 

レピメクチン：0.005 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.002 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005 ppm 

 

③ ゆず 

ゆず（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈

液を 2回散布（670, 500L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以

下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.004、0.009 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.002、0.004 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、<0.005 ppm 

 

ゆず（果実）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈

液を 4回散布（670, 500L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以

下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.004、0.011 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.002、0.006 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、<0.005 ppm 

 

④ すだち 

すだち（果実）を用いた作物残留試験（1例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈

液を 4回散布（500L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以下のと

おりであった。 

 

レピメクチン：0.014 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.007 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.008 ppm 

 

⑤ かぼす 

かぼす（果実）を用いた作物残留試験（1例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈

液を 4回散布（640L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以下のと

おりであった。 

 

レピメクチン：0.005 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.003 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.006 ppm 



 

⑥ りんご 

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％フロアブルの 1,000

倍希釈液を 3回散布（500L/10a）したところ、散布後 1～14 日の最大残留量注1)は以

下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注２)。 

 

レピメクチン：0.015、0.029 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.003、0.010 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、<0.005 ppm 

 

⑦ なし 

日本なし（果実）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％フロアブルの 1,000

倍希釈液を 3 回散布（500, 350L/10a）したところ、散布後 1～14 日の最大残留量注

1)は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注

２)。 

レピメクチン：0.029、0.021 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.011、0.005 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、<0.005 ppm 

 

⑧ いちご 

いちご（果実）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈

液を 3回散布（200, 300L/10a）したところ、散布後 1～7日の最大残留量注1)は以下

のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注２)。 

 

レピメクチン：0.110、0.116 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.010、0.018 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.008、0.009 ppm 

 

⑨ ぶどう 

大粒種ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％フロアブルの

1,000 倍希釈液を 3 回散布（300L/10a）したところ、散布後 1～7 日の最大残留量注

1)は以下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.019 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.002 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005 ppm 

 

小粒種ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％フロアブルの

1,000 倍希釈液を 3 回散布（300L/10a）したところ、散布後 1～7 日の最大残留量注

1)は以下のとおりであった。 

 



 

レピメクチン：0.072 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.014 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005 ppm 

 

⑩ トマト 

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈

液を 3 回散布（250L/10a）したところ、散布後 1～7 日の最大残留量注 1)は以下のと

おりであった。 

レピメクチン：0.006、0.006 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.001、0.002 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、0.006 ppm 

 

⑪ ミニトマト 

ミニトマト（果実）を用いた作物残留試験（2 例)において、1.0％乳剤の 1,000

倍希釈液を 3回散布（200L/10a）したところ、散布後 1～14 日の最大残留量注1)は以

下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.089、0.069 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.012、0.011 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.008、0.008 ppm 

 

⑫ なす 

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈液

を 3回散布（200, 210.8L/10a）したところ、散布後 1～7日の最大残留量注1)は以下

のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注２)。 

 

レピメクチン：0.006、0.028 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：<0.001、0.001 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.006、0.012 ppm 

 
⑬ キャベツ 

キャベツ（葉球）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希

釈液を 3 回散布（200, 150L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注 1)は

以下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.004、0.010 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：<0.001、0.001 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、<0.005 ppm 

 

⑭ はくさい 



 

はくさい（茎葉）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希

釈液を 3 回散布（200, 241.9L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注 1)

は以下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.007、0.010 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.002、0.003 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.005、<0.005 ppm 

 

⑮ レタス 

結球レタス（茎葉）を用いた作物残留試験（2 例)において、1.0％乳剤の 1,000

倍希釈液を 3回散布（200L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以

下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.017、0.019 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.005、0.007 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.005、0.006 ppm 

 

⑯ ブロッコリー 

ブロッコリー（花蕾）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000

倍希釈液を 3回散布（300, 227.3L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量
注1)は以下のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.006、0.012 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.002、0.004 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.007、0.008 ppm 

 

⑰ ねぎ 

ねぎ（茎葉）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈液

を 3回散布（200L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以下のとお

りであった。 

 

レピメクチン：0.002、0.002 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：<0.001、<0.001 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、0.005 ppm 

 

⑱ だいこん 

だいこん（葉部）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希

釈液を 3回散布（200L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以下の

とおりであった。 

 



 

レピメクチン：0.051、0.030 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.027、0.012 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.009、0.007 ppm 

 

だいこん（根部）を用いた作物残留試験（2 例）において、1.0％乳剤の 1,000 倍

希釈液を 3回散布（200L/10a）したところ、散布後 3～14 日の最大残留量注1)は以下

のとおりであった。 

 

レピメクチン：0.002、<0.001 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：<0.001、<0.001 ppm 

代謝物(E)-MPA：<0.005、0.007 ppm 

 

⑲ 茶 

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例)において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈液を

2 回散布（200L/10a）したところ、散布後 7～21 日の最大残留量注1)は以下のとおり

であった。 

 

レピメクチン：0.064、0.018 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：0.036、0.010 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.018、0.014 ppm  
 

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2 例）において、1.0％乳剤の 1,000 倍希釈

液を 2回散布（200L/10a）したところ、散布後 7～21 日の最大残留量注1)は以下のと

おりであった。 

 

レピメクチン：<0.001、<0.001 ppm 

代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン：<0.001、<0.001 ppm 

代謝物(E)-MPA：0.016、0.012 ppm 

 

 

  なお、これらの試験結果の概要については、別紙 1を参照。 

 

注 1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を

最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、それぞ

れの試験から得られた残留量。 

（参考：平成１０年８月７日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」） 

注 2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない条件

を斜体で示した。 

 

 



 

７．ＡＤＩの評価 

  食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第２４条第１項第１号の規定に基づき、平

成１９年３月５日付け厚生労働省発食安第０３０５００３号により食品安全委員会あて意

見を求めたレピメクチンに係る食品健康影響評価について、以下のとおり評価されている。 

 

 

        無毒性量：2.02mg/kg 体重/day（発がん性は認められなかった。） 

                      （動物種）    ラット 

           （投与方法）  混餌 

            （試験の種類）  発がん性試験 

              （期間）   ２年間 

安全係数：100 

ＡＤＩ ：0.02 mg/kg 体重/day 

 

 

８．諸外国における状況 

 ＪＭＰＲ における毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。 

米国、カナダ、欧州連合（ＥＵ）、オーストラリア及びニュージーランドについて調査

した結果、いずれの国及び地域においても基準値は設定されていない。 

 

 

９．基準値案 

（１）残留の規制対象 

レピメクチン（L.A3 及び L.A4 の和とする。） 

作物残留試験において、レピメクチンのほか、代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチ

ン及び(E)-MPA の分析が行われているが、ほとんどの場合、代謝物の分析結果は親化合

物に比較して低い残留値であり、また、代謝物の最大残留値が定量限界値未満又はそれ

に近い値となった場合も多いことから、規制対象化合物としてはレピメクチン本体のみ

とすることとした。 

 
  なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価対

象物質としてレピメクチン（親化合物のみ）と設定している。 

 

（２）基準値案 

別紙 2のとおり。 

 

（３）暴露評価 

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定され



 

る量のレピメクチンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算

される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大１日摂取量(ＴＭＤＩ)）のＡＤＩに対

する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙 3参照。 

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全

くないとの仮定の下におこなった。 

 

 ＴＭＤＩ／ＡＤＩ（％）注） 

国民平均 2.3 

幼小児（1～6歳） 5.6 

妊婦 1.9 

高齢者（65 歳以上）   2.1 
 

注）ＴＭＤＩ試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。 

 

 

 



(別紙1)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

温州みかん 1000倍 散布L/10a 圃場A: 0.002／<0.001／<0.005

（果肉） 500,550L/10a 圃場B: 0.002／<0.001／<0.005

温州みかん 1000倍 散布L/10a 圃場A: 0.067／0.022／0.010
*
（* 4回、3日）

(果皮） 500,550L/10a 圃場B: 0.044／0.012／0.008
*
（* 4回、3日）

なつみかん

（果実）

なつみかん

（果実）

ゆず 1000倍 散布 圃場A: 0.004／0.002／<0.005

（果実） 670,500L/10a 圃場B: 0.009／0.004／<0.005

ゆず 1000倍 散布 圃場A: 0.004／0.002／<0.005

（果実） 670,500L/10a 圃場B: 0.011／0.006／<0.005

すだち

（果実）

かぼす

（果実）

りんご 圃場A: 0.015
*
／0.003

*
／<0.005

*
（* 3回、1日）(#)

（果実） 圃場B: 0.029
*
／0.010

*
／<0.005

*
（* 3回、1日）(#)

日本なし 1000倍 散布 圃場A: 0.029
*
／0.011

*
／<0.005

*
（* 3回、1日）(#)

（果実） 500,350L/10a 圃場B: 0.021
*
／0.005

**
／<0.005

*
（* 3回、1日/** 3回、7日）(#)

いちご 1000倍 散布 圃場A: 0.110
*
／0.010

*
／0.008

**
（* 3回、1日/** 3回、7日）(#)

（果実） 200,300L/10a 圃場B: 0.116
*
／0.018

*
／0.009

**
（* 3回、1日/** 3回、7日）(#)

ぶどう 圃場A: 0.019／0.002／<0.005

（果実）

ぶどう 圃場A: 0.072／0.014／<0.005

（果実）

トマト 圃場A: 0.006／0.001／<0.005

（果実） 圃場B: 0.006／0.002／0.006

2 1.0％乳剤 2回 3,7,14日

1,3,7日

2 1.0％乳剤
1000倍 散布
250L/10a

3回 1,3,7日

2 1.0％フロアブル
1000倍 散布
300L/10a

3回

1,3,7,14日

2 1.0％乳剤 3回 1,3,7日

2 1.0％フロアブル 3回

2 1.0％フロアブル
1000倍 散布
500L/10a

3回 1,3,7,14日

1 1.0％乳剤
1000倍 散布
640L/10a

4回

1 1.0％乳剤
1000倍 散布
500L/10a

4回 3,7,14日

2 1.0％乳剤

レピメクチン 作物残留試験一覧表

農作物
試験

圃場数

試験条件 最大残留量（ppm）
【レピメクチン／代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン／代謝物(E)-MPA】

1.0％乳剤 4回

1.0％乳剤

2

1 1.0％乳剤
1000倍 散布

1200～1600L/10a

1 1.0％乳剤
1000倍 散布
297L/10a

4回

1,3,7日

1,3,7日

2 4回

圃場A: 0.006／0.002／<0.005

圃場A: 0.005
*
／0.002

*
／<0.005

*
（* 4回、3日） (#)

圃場A: 0.014／0.007／0.008

圃場A: 0.005／0.003／0.006
*
（* 4回、7日）

4回 3,7,14日

3,7,14日

4回 3,7,14日

3,7,14日

2 1.0％フロアブル
1000倍 散布
300L/10a

3回 1,3,7日



剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数
農作物

試験

圃場数

試験条件 最大残留量（ppm）
【レピメクチン／代謝物(E)-メトキシイミノレピメクチン／代謝物(E)-MPA】

ミニトマト 圃場A: 0.089／0.012／0.008

（果実） 圃場B: 0.069／0.011
*
／0.008

**
（* 3回、7日/** 3回、14日）

なす 1000倍 散布 圃場A: 0.006
*
／<0.001

*
／0.006

**
（* 3回、1日/** 3回、3日）(#)

（果実） 200,210.8L/10a 圃場B: 0.028
*
／0.001

**
／0.012

***
（* 3回、1日/** 3回、3日/*** 3回、7日）(#)

キャベツ 1000倍 散布 圃場A: 0.004／<0.001／<0.005

（葉球） 200,150L/10a 圃場B: 0.010／0.001／<0.005

はくさい 1000倍 散布 圃場A: 0.007／0.002／0.005

（茎葉） 200,241.9L/10a 圃場B: 0.010／0.003／<0.005

結球レタス 圃場A: 0.017／0.005／0.005

（茎葉） 圃場B: 0.019／0.007／0.006
*
（* 3回、7日）

ブロッコリー 1000倍 散布 圃場A: 0.006／0.002／0.007
*
（* 3回、7日）

（花蕾） 300,227.3L/10a 圃場B: 0.012／0.004／0.008

ねぎ 圃場A: 0.002／<0.001／<0.005

（茎葉） 圃場B: 0.002／<0.001／0.005

だいこん 圃場A: 0.051／0.027／0.009

（葉部） 圃場B: 0.030／0.012／0.007

だいこん 圃場A: 0.002／<0.001／<0.005

（根部） 圃場B: <0.001／<0.001／0.007

茶 圃場A: 0.064／0.036／0.018

（荒茶） 圃場B: 0.018／0.010／0.014

茶 圃場A: <0.001／<0.001／0.016

（浸出液） 圃場B: <0.001／<0.001／0.012
7,14,21日2 1.0％乳剤

1000倍 散布
200L/10a

2回

3,7,14日

2 1.0％乳剤
1000倍 散布
200L/10a

2回 7,14,21日

2 1.0％乳剤
1000倍 散布
200L/10a

3回

3,7,14日

2 1.0％乳剤
1000倍 散布
200L/10a

3回 3,7,14日

2 1.0％乳剤
1000倍 散布
200L/10a

3回

3,7,14日

2 1.0％乳剤 3回 3,7,14日

2 1.0％乳剤
1000倍 散布
200L/10a

3回

2 1.0％乳剤 3回 3,7,14日

2 1.0％乳剤 3回

1,3,7日

2 1.0％乳剤
1000倍 散布
200L/10a

3回

3,7,14日

(#)　これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付してい

1,7,14日

2 1.0％乳剤 3回



農薬名 レピメクチン （別紙２）

参考基準値
基準値 基準値 登録 国際 外国 作物残留試験成績

農産物名 案 現行 有無 基準 基準値
ppm ppm ppm ppm ppm

だいこん類（ラディッシュを含む）の根 0.01 申 0.002, <0.001

だいこん類（ラディッシュを含む）の葉 0.3 申 0.051($), 0.030

はくさい 0.05 申 0.007, 0.010

キャベツ 0.05 申 0.004, 0.010($)

ブロッコリー 0.05 申 0.006, 0.012

レタス（サラダ菜及びちしやを含む） 0.1 申 0.017, 0.019

ねぎ 0.01 申 0.002, 0.002

トマト 0.3 申
0.006, 0.006 (ﾄﾏﾄ)

0.089, 0.069 (ﾐﾆﾄﾏﾄ)

なす 0.2 申 0.006(#), 0.028(#)($)

みかん 0.01 申 0.002, 0.002

なつみかんの果実全体 0.1 申
0.006 / 0.005(#)

(すだち参照)

レモン 0.1 申 (すだち参照)

オレンジ（ネーブルオレンジを含む） 0.1 申 (すだち参照)

グレープフルーツ 0.1 申 (すだち参照)

ライム 0.1 申 (すだち参照)

その他のかんきつ類果実 0.1 申

0.004, 0.009 / 0.004,
0.011 (ゆず)

0.014 ($)(すだち)
0.005 (かぼす)

りんご 0.2 申 0.015(#), 0.029(#)($)

日本なし 0.2 申 0.029(#)($), 0.021(#)

西洋なし 0.2 申 (日本なし参照)

いちご 0.5 申 0.110(#), 0.116(#)

ぶどう 0.3 申 0.019, 0.072($)

茶 0.3 申
0.064($), 0.018 (荒茶)

<0.001, <0.001 (浸出液)

その他のスパイス 0.3 申
0.067, 0.044 (みかん果

皮)

($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。
(#)これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。



食品群
基準値案
(ppm)

国民平均
TMDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

だいこん類（ラディッシュを含む）の根 0.01 0.5 0.2 0.3 0.6
だいこん類（ラディッシュを含む）の葉 0.3 0.7 0.2 0.3 1.0
はくさい 0.05 1.5 0.5 1.1 1.6
キャベツ 0.05 1.1 0.5 1.1 1.0
ブロッコリー 0.05 0.2 0.1 0.2 0.2
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む） 0.1 0.6 0.3 0.6 0.4

ねぎ（リーキを含む） 0.01 0.1 0.0 0.1 0.1
トマト 0.3 7.3 5.1 7.4 5.7

なす 0.2 0.8 0.2 0.7 1.1
みかん 0.01 0.4 0.4 0.5 0.4
なつみかんの果実全体 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
レモン 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
オレンジ（ネーブルオレンジを含む） 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
グレープフルーツ 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
ライム 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のかんきつ類果実 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
りんご 0.2 7.1 7.2 6.0 7.1
日本なし 0.2 1.0 0.9 1.1 1.0
西洋なし 0.2 0.02 0.02 0.02 0.02
いちご 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1
ぶどう 0.3 1.7 1.3 0.5 1.1
茶 0.3 0.9 0.4 1.1 1.3
その他のスパイス 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

計 24.3 17.6 21.3 23.1
ADI比（％） 2.3 5.6 1.9 2.1

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)

レピメクチン推定摂取量 （単位：μg／人／day)

（別紙３）



 

（参考） 

これまでの経緯 

 

平成１９年 ２月２３日 農林水産省より厚生労働省へ農薬登録申請に係わる連絡及び基 

準設定依頼（新規：かんきつ、いちご、なす等） 

平成１９年 ３月 ５日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成１９年 ３月 ８日 食品安全委員会（要請事項説明） 

平成１９年 ５月１６日 第１１回農薬専門調査会確認評価第一部会 

平成２０年 ８月 １日 第２３回農薬専門調査会総合評価第二部会 

平成２０年１１月１８日 第４５回農薬専門調査会幹事会 

平成２１年 ２月１２日 食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表 

平成２１年 ３月２６日 食品安全委員会（報告） 

平成２１年 ３月２６日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２１年 ７月２２日 薬事・食品衛生審議会へ諮問 

平成２１年 ７月２４日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

 

 

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
[委員] 

  青木 宙 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授 
  生方 公子 北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授 
 ○ 大野 泰雄 国立医薬品食品衛生研究所副所長  
  尾崎 博 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
  加藤 保博 財団法人残留農薬研究所理事 
  斉藤 貢一  星薬科大学薬品分析化学教室准教授 
  佐々木 久美子 元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 
  志賀 正和 元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長 
  豊田 正武 実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授 
  松田 りえ子 国立医薬品食品衛生研究所食品部長 
  山内 明子 日本生活協同組合連合会組織推進本部本部長 
  山添 康 東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授 
  吉池 信男  青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授 
  由田 克士  国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム国民健康・栄養調査 
   プロジェクトリーダー 
  鰐渕 英機 大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授 

 
（○：部会長） 

 

 




